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消防機器等評価規程

（目 的）

第１条 この規程は、新たな技術関発に係る消防の用に供する機械器具等（以下「消防

機器等」という。）について、法令て定められた技術上の規格の基準の特例制度の

円滑な運用を図るために、日本消防検定協会（以下「協会」という。）が行う消防

機器等の評価の手続等を定めることを目的とする。

（消防機器等の評価等）

第２条 協会は、新たな技術開発に係る消防機器等について、その形状、構造、材質、

成分及び性能に関し、技術的な観点から評価を行うこととし、あわせて次に掲げる

基準の原案を策定するものとする。

（１）技術上の規格に係る特例基準

（２）設置基準（現行の設置基準によりがたいものに限る。）

（３）試験基準（現行の試験基準によりがたいものに限る。）

（４）点検基準（現行の点検基準によりがたいものに限る。）

（評価に係る依頼手続等）

第３条 新たな技術関発に係る消防機器等について基準の特例制度の通用を受けようと

する者が当該消防機器等について評価を受けようとするときは、別記様式による消

防機器等評価依頼書（所要の添付図書を含むものとし、以下「依頼書」という。）

を協会に提出するものとする。

２ 協会の理事長（以下「理事長」という。）は、提出された依頼書が所要の様式そ

の他の要件を具備していると認める場合には、消防機器等評価委員会（以下「評価

委員会」という。）に審査を付託するものとする。

３ 第１項の規定により評価の依頼をした者（以下「依頼者」という。）は、理事長

が別に定める手数科を納入するものとする。

（評価委員会）

第４条 協会に評価委員会を設置するものとする。

２ 評価委員会は、委員１５名以内をもって構成する。

３ 委員は、消防機器等についての学識経験を有する者及び行政機関等の職員とし、

理事長が委嘱する。

４ 委員の任期は、２年とする。

５ 評価委員会に委員の互選による委員長１名を置き、委員長は評価委員会を総括す

る。

６ 評価委員会に委員長が指名する副委員長１名を置き、委員長に事故あるときは、

副委員長が委員長の職務を代行する。

７ 評価委員会は、理事長から付託された事案について審査を行う。
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（専門部会）

第５条 評価委員会に専門部会を置くことができる．

２ 専門部会は、専門委員２０名以内をもって構成する。

３ 専門委員は、消防機器等についての学識経験を有する者及び行政機関等の職員と

し、委員長の指名により理事長が委嘱する。

４ 専門部会には、委員長が専門委員の中から指名する主査を置き、主査は専門部会

を総括する。

５ 専門部会は、評価委員会から付託された事項について検討し、その結果を評価委

員会に報告する。

（合同委員会）

第６条 審査の円滑を図るため、必要に応じ、評価委員会と専門部会による合同委員会

を開催することができる。

（評価委員会の運営）

第７条 評価委員会は、必要に応じて委員長が召集し、委員の３分の２以上の出席によ

り成立する。

２ 評価委員会の審査は、原則として書面審査による。

３ 評価委員会の審査は、おおむね３ヶ月以内に終了するものとする。

４ 評価委員会は、審査の結果を理事長に報告するものとする。

（評価の拮果通知）

第８条 理事長は、評価委員会の報告に基づき評価を行い、その結果を依頼者に通知す

るものとする。

（意見の提出）

第９条 理事長は、評価の結果に基づき、特例制度の適用に係る意見を、自治大臣に提

出するものとする。

（機密の保持）

第 条 委員及び専門委員は、その会務に関して知り得た機密を漏らしてはならない。10

（補則）

第 条 消防機器等の評価について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、理事11
長が別に定めるものとする。

附則

この規程は、昭和６２年３月２７日から実施する。

附則

この規程は、平成７年４月２１日から施行する。
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別記様式（用紙の大きさＡ－４）

消防機器等評価依頼書

平成 年 月 日

日本消防検定協会理事長 殿

依頼者

住所

氏名（法人の場合は、名称

及び代表者氏名）印

下記の消防機器等について評価を受けたいので、関係書類を添えて依頼します。

記

消防機器等の種別


